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基本目標１　地域を担う人を育み、力を引き出す
１　人権尊重と福祉意識の向上
方向性
近年、人権課題は多様化し、障がい、年齢、国籍、性別、生活状況など、さまざまな違いに対する理解と共生が求められています。
本市では、「嘉麻市差別のない人権が尊重されるまちづくりの推進に関する条例」や「嘉麻市人権教育・啓発基本方針（改定版）及び第３次嘉麻市人権教育・啓発実施計画」に基づき、人権尊重の意識を育むための教育・啓発を継続的に進めます。
また、障がいや高齢、子育て、生活困難など、さまざまな状況にある人への理解を深める福祉教育や地域での交流を促進し、互いに支え合う文化を育てます。
誰もが自分らしく暮らし、互いの違いを認め合いながら安心して生活できるよう、人権尊重と福祉意識の向上を一体的に推進します。
具体的な取組
	役割分担
	具体的な取組

	
	

	市民一人ひとり
ができること
	○ 一人ひとりが互いの個性や価値観、生活の違いを認め合い、思いやりのある行動を心がけます。
○ 地域の行事やボランティア活動などに関心を持ち、身近な人とのつながりを大切にします。
○ 広報紙や市ホームページなどで、人権や福祉に関する情報を積極的に学びます。
○ 地域で開催される人権学習会や「人権のつどい」などに参加し、正しい理解と共感を深めます。
○ 各種講座等や福祉教育などに参加し、地域で支え合う意識を高めます。

	身近な人たちや
地域全体で
取り組むこと
	○ 地域の中で互いに支え合い、助け合う意識を育みます。
○ 福祉施設や事業所、学校などとの交流を通して、福祉への理解と関心を深めます。
○ 地域で人権や福祉に関する研修会（学習会）を開催し、住民全体の意識向上を図ります。
○ 障がいの有無や年齢、立場などにかかわらず、誰もが暮らしやすい地域づくりをめざし、ノーマライゼーションの理念を広めます。
○ 地域団体や自治会が連携し、人権尊重と共生のまちづくりに取り組みます。




	役割分担
	施策
	具体的な取組

	
	
	

	行政が
取り組むこと
	人権・福祉に関する啓発と情報発信の充実
	○ 広報紙やホームページ、SNSなどを活用し、人権や福祉に関する情報を分かりやすく発信します。
○ 「人権のつどい」や地域での学習会などを通じ、市民が身近に学べる機会を提供します。
○ 差別や偏見のない社会づくりに向け、啓発活動を継続していきます。

	
	福祉教育と学びの機会の推進
	○ 学校教育・社会教育の場で、年齢や障がい、文化の違いを理解する福祉教育を推進します。
○ こどもから大人までが共に学べる地域研修や体験学習を実施します。

	
	認知症になっても安心して暮らせる地域体制づくり
	○ 「認知症サポーター養成講座」を継続的に開催し、地域全体で理解を深めます。
○ 医療・介護・地域住民が連携し、認知症への理解を深める取組を推進します。
○ オレンジサロン（認知症カフェ）の支援など、本人・家族・地域住民が交流できる環境を整えます。
○ 認知症高齢者やその家族への相談支援体制を充実させます。

	
	行政職員の人権・倫理意識の向上
	○ 市職員を対象に、人権・個人情報保護・倫理に関する研修を定期的に実施します。
○ 相談対応や窓口業務において、尊重と配慮のある応対を徹底します。
○ ケース対応における人権尊重と倫理的判断力を育む内部研修を整備します。

	
	地域に根ざした人権・同和教育の推進
	○ 学校や地域における人権・同和教育を推進し、差別のない社会づくりを進めます。
○ 道徳性と自立心を養う教育を柱とし、思いやり・寛容・責任感などを育みます。





２　地域福祉活動の推進と担い手の育成
方向性
地域福祉を推進するためには、地域の中でお互いを思いやり、支え合う関係づくりと、それを担う人づくりが欠かせません。
誰もが地域に関心を持ち、身近なところで、できることから関わる意識を広げることで、共に支え、支えられる地域社会を築いていきます。
そのために、地域の福祉活動やボランティア、公民館活動など、住民が交流し学び合う機会を充実させ、活動が継続できる仕組みづくりを進めます。
また、地域の福祉を担う人材の発掘・育成を図り、世代や分野を超えて連携できるネットワークを強化します。
さらに、市民、関係団体、行政、社会福祉協議会、民生委員・児童委員などがそれぞれの役割を発揮しながら、地域の課題を共有し、協働して取り組むことで、誰もが安心して暮らせる地域共生社会の実現をめざします。
具体的な取組
	役割分担
	具体的な取組

	
	

	市民一人ひとり
ができること
	○ 行政区や公民館などで行われる地域の行事や活動に積極的に参加し、地域のつながりを深めます。
○ ふれあい・いきいきサロン、オレンジサロンなどに参加し、交流を広げます。
○ 自分の得意なことやできることを活かして、無理のない範囲でボランティアや地域活動に関わります。
○ 日常生活の中でお互いさまの気持ちを大切にし、見守りや声かけなど、小さな支え合いを実践します。
○ 一人暮らしの高齢者や障がいのある人、子育て世帯など、支援を必要とする人に気を配り、困りごとを地域で共有できる関係を築きます。

	身近な人たちや
地域全体で
取り組むこと
	○ 地域の行事や活動を通じて、様々な人と知り合う機会や世代間交流のきっかけをつくります。
○ 祭りや伝統行事など、地域の文化を次世代へ継承し、地域の絆を深めます。
○ 高齢者・障がいのある人・子育て世帯など、支援が必要な人を地域全体で見守る体制を整え、助け合いの仕組みを広げます。
○ 外出機会の少ない高齢者が地域に出て交流できるよう、行事やサロン活動を活性化します。
○ 行政区や公民館の活動内容や役割をわかりやすく発信し、地域活動への関心と参加を促進します。

	
	

	
	

	身近な人たちや
地域全体で
取り組むこと
	○ 隣近所との日常的な交流を大切にし、隣組や地域組織への加入を進めます。
○ 協議体などの場を通じて、地域課題を共有し、社会資源の活用や団体間の連携を強化します。
○ 民生委員・児童委員などと協力し、支援が必要な人を地域で見守ります。
○ 一人暮らしの高齢者などが急病時に助け合えるよう、隣近所の信頼関係を育てます。
○ 同じ悩みを持つ人が安心して集えるサロンや居場所を充実させます。
○ 地域でボランティア活動に取り組む人を支援し、継続的に活動できる環境を整えます。
○ 各地域の団体や活動をつなぐリーダーの育成に努めます。



	役割分担
	施策
	具体的な取組

	
	
	

	行政が
取り組むこと
	地域の助け合いと見守り体制の充実
	○ 民生委員・児童委員や社会福祉協議会などと連携して、地域の助け合いや見守り活動を支援します。
○ 高齢者の生きがいや居場所づくりを推進し、地域での支え合いを促進します。

	
	地域活動の支援と活性化
	○ 公民館をはじめとする地域拠点の活用を促進し、地域住民の交流と学びの場としての機能を高めます。
○ 地域行事や祭りの継承を支援し、地域の連帯感が育まれる環境づくりを進めます。

	
	担い手・地域リーダーの育成支援
	○ 民生委員・児童委員、ボランティア団体など、地域を支える人材の育成を支援します。
○ 若年層や子育て世代など新たな担い手の参画を促進し、世代を超えて活動を継続できる仕組みを整えます。
○ 地域リーダーの継続的な学びや情報共有の機会（交流会・実践報告会等）を設け、活動の活性化を図ります。

	
	ボランティア活動の推進と支援
	○ 地域福祉推進活動やボランティア活動を支援し、住民が自発的に関われる仕組みを整えます。
○ ボランティア育成を進め、子育て支援・高齢者支援など多様な活動を広げます。
○ ボランティア団体や関係機関との連携を促進し、継続的に活動できる環境を整備します。

	
	関係機関との連携と協働の推進
	○ 教育・福祉・医療・地域団体などと連携し、地域が抱える課題を共有しながら、協働して解決に取り組みます。


基本目標２　つながりと支えあいで広がる地域の力
１　地域コミュニティの形成
方向性
地域におけるつながりや助け合いは、安心して暮らせる地域社会を支える土台です。
行政区や公民館などを中心に、地域住民が顔の見える関係を築き、世代や立場を超えて支え合う仕組みづくりを進めます。
多様な人が地域活動に関われるよう、参加しやすい仕組みや交流の場を整備し、地域全体で人と人とのつながりを育てます。
また、日常的な見守りや声かけを通して、支援が必要な人を地域で支える体制を強化します。
これらの取組を通じて、誰もが地域の一員としてつながりを感じ、互いに支え合いながら暮らせる地域コミュニティの形成をめざします。
具体的な取組
	役割分担
	具体的な取組

	
	

	市民一人ひとり
ができること
	○ 行政区や公民館、地域行事などに積極的に参加し、地域の活動に関心を持ちます。
○ 自分のできることを活かして、無理のない範囲で地域活動やボランティアに関わります。
○ 近所の一人暮らしの高齢者・障がいのある人・子育て世帯などに気を配り、必要に応じて声をかけたり、相談先につなげます。
○ ふれあい・いきいきサロンなどに参加し、世代を超えた交流や学びの機会を広げます。
○ 地域の情報を共有し合い、行事や活動への参加を呼びかけるなど、身近なつながりを広げます。
○ 若い世代やこどもたちが地域に関心を持てるよう、家庭や学校と連携しながら地域の行事や活動に一緒に参加します。
○ 地域の一員として、「お互いさま」の気持ちを大切にし、支える側にも支えられる側にもなれる関係を育てます。

	身近な人たちや
地域全体で
取り組むこと
	○ 地域行事や交流活動を充実させ、世代や立場を超えて人が集う機会をつくります。
○ 祭りや地域行事、伝統文化などを継承し、地域の誇りと一体感を育てます。
○ 一人暮らしの高齢者・障がいのある人・子育て世帯など、支援が必要な人を地域全体で見守り、声をかけ合う風土を広げます。

	
	

	
	

	身近な人たちや
地域全体で
取り組むこと
	○ 地域住民が気軽に立ち寄れるサロンや居場所づくりを進め、孤立を防ぐ環境を整えます。
○ 地域の課題を共有し、協議体や話し合いの場を通して、支援の方法や地域の取り組みを協働で考えます。
○ 民生委員・児童委員、行政区、社会福祉協議会、学校などが連携し、地域全体で支え合うネットワークを考えます。
○ 災害時や緊急時にも助け合えるよう、日常的な顔の見える関係づくりを進めます。
○ 若い世代や子育て世帯が地域活動に参加しやすい環境を整え、地域の担い手として関われる機会を広げます。
○ 同じ関心や課題を持つ人たちが集まり、学び合いや相談ができる小さなコミュニティを育てます。
○ お互いさまや支え合いの意識を地域全体で共有し、誰もが孤立しない地域社会をめざします。



	役割分担
	施策
	具体的な取組

	
	
	

	行政が
取り組むこと
	地域のつながりを再生し、支え合いの仕組みを広げる
	○ 行政区や公民館の活動を支援し、地域ぐるみの交流・見守りを促進します。
○ 一人暮らしの高齢者・障がいのある人・子育て世帯などへの見守り体制を関係機関と連携して整備します。
○ サロンの活動を支援し、孤立防止と地域交流の促進につなげます。

	
	世代や立場を超えて関わり合う地域づくり
	○ 地域の行事や祭り、文化活動の継承と活性化を支援します。
○ 若い世代や子育て世帯が気軽に地域に参加できる仕組みをつくり、担い手の循環を促進します。

	
	地域ネットワークと協働体制の強化
	○ 地域団体、社会福祉協議会、学校、医療・福祉機関などの連携を促進し、協働による課題解決を進めます。
○ 地区ごとの協議体を支援し、地域課題の共有と見える化を図ります。
○ かま福祉ネットワーク委員会及び社会福祉協議会と、地域間の情報交流と相互支援を推進します。

	
	地域共生を育む文化としくみの創出
	○ 地域の多様な価値観や暮らし方を尊重し、誰もが地域の一員として参加できる社会をめざします。
○ 多世代・多分野の人々がゆるやかにつながる地域共生の場やイベントを支援します。
○ 地域に根ざした文化・伝統・人のつながりを次世代に継承する活動を推進します。




２　適切な情報提供
方向性
福祉に関する情報を誰もが必要なときに得られるよう、多様な媒体を活用したわかりやすい発信を進めます。広報紙や社協だより、ホームページ、SNSなどに加え、デジタルサイネージや動画なども取り入れ、世代や環境に応じた情報提供を充実させます。
また、高齢者・障がいのある人など情報を得にくい人には、高齢者相談支援センター（地域包括支援センター）や民生委員など身近な支援者を通じた伝達を強化します。相談機関や支援制度を整理・共有し、市民が自分に合った支援を選びやすい情報環境の整備をめざします。
具体的な取組
	役割分担
	具体的な取組

	
	

	市民一人ひとり
ができること
	○ 広報紙や社協だより、ホームページ、SNSなどを通じて、福祉サービスや支援制度、防災・防犯など暮らしに関する情報を日ごろから積極的に確認します。

	身近な人たちや
地域全体で
取り組むこと
	○ 高齢者・障がいのある人など、情報を得にくい人への案内や情報収集の手助けを行います。
○ 視覚に障がいのある人に向けて、広報紙などを音声で伝える朗読ボランティアを行います。
○ 各種団体（障がい者団体、老人クラブなど）が、会員への情報提供や共有を行います。
○ 福祉サービスや制度について理解を深めるため、学習会など、情報交換できる場を設けます。
○ 相談支援機関や社会福祉法人、民生委員・児童委員などの支援者が、必要とする人に確実に情報を届けられるよう連携して取り組みます。






	役割分担
	施策
	具体的な取組

	
	
	

	行政が
取り組むこと
	わかりやすい情報提供の推進
	○ 市の福祉サービスや制度、相談窓口などについて、わかりやすく整理した情報提供を行います。
○ 広報紙、ガイドブック、パンフレット、ホームページ、SNSなど、複数の媒体を活用し、高齢者や外国人をはじめ、誰もが情報を得やすい環境づくりに取り組みます。
○ 障がいのある人（視覚・聴覚・知的及び発達）にも伝わるよう、やさしい日本語や図解、音声、字幕など多様な方法での情報発信に努めます。

	
	支援者・関係団体への情報提供と連携強化
	○ 支援者・関係団体へ福祉サービス全般に関する最新情報を提供し、支援者の知識向上を図ります。
○ 関係団体や地域関係者との情報共有・情報交換を促進し、支援が必要な人を適切につなげる体制を強化します。
○ 福祉サービスに関するデータや事例を関係機関と共有し、地域での支援の一体化を進めます。

	
	地域に根ざした情報発信の充実
	○ 地域行事やサロンなどの場で、福祉サービスや相談窓口の紹介を行い、必要な人が支援につながりやすい環境を整えます。
○ 情報を「発信するだけでなく、対話を通して伝える」取組を推進します。






３　福祉サービスの充実
方向性
子育てや介護、障がい、生活困難など、さまざまな課題に対応するために、高齢者・障がい・こどもなど分野ごとの計画や制度と連携しながら、福祉サービスの量と質の両面で充実を図ります。
あわせて、サービスを担う職員が専門的な知識や技術を身につけ、安心で質の高い支援を提供できるよう、研修の充実や事業者間の連携を推進します。また、利用者の声を反映し、相談や苦情への対応体制を整えることで、信頼される福祉サービスの提供をめざします。
こうした取組を通じて、市民・地域・行政が協力し合い、誰もが自分らしく安心して暮らせる地域社会の実現を進めます。
具体的な取組
	役割分担
	具体的な取組

	
	

	市民一人ひとり
ができること
	○ 生活の中で困りごとを感じたときは、一人で抱え込まず、高齢者相談支援センター（地域包括支援センター）や相談窓口など身近な支援機関に早めに相談します。
○ 福祉サービスや支援制度について日頃から関心を持ち、広報紙やホームページなどで情報を確認します。

	身近な人たちや
地域全体で
取り組むこと
	○ 福祉サービスの仕組みや利用方法に困っている人を見かけたときは、民生委員・児童委員や社会福祉協議会、高齢者相談支援センター（地域包括支援センター）、障がい者基幹相談支援センター、こども家庭センターなど、適切な相談機関につなぐよう声をかけます。
○ 社会福祉法人やサービス事業所は、利用者の意見や地域の課題を踏まえながら、専門性の向上に努め、質の高い福祉サービスを提供します。



	役割分担
	施策
	具体的な取組

	
	
	

	行政が
取り組むこと
	ニーズに応じた福祉サービスの提供と質の向上
	○ 高齢者・障がいのある人・子育て世帯など、幅広いニーズに対応できる福祉サービスを計画的に整備します。
○ 福祉・医療・介護・就労・教育機関などの関係機関との連携を強化し、サービスの量的確保と質の向上を図ります。
○ ICTやデジタル技術を活用し、福祉サービスの申請や情報提供の効率化を進めます。

	
	緊急時にも安心できる支援体制の整備
	○ 一人暮らしの高齢者や高齢者のみ世帯など、災害・孤立時に対応できる緊急支援体制を強化します。
○ 子育て世帯向けには、病後児保育や一時預かり体制の充実を図ります。

	
	
	

	
	
	

	役割分担
	施策
	具体的な取組

	
	
	

	行政が
取り組むこと
	高齢者福祉の充実と在宅生活支援の推進
	○ 介護予防や生活支援サービスを充実させ、地域で自立した生活を継続できるよう支援します。
○ 介護保険サービスの質向上を図るとともに、在宅介護者への相談・負担軽減支援を行います。
○ 高齢者が生きがいを持ち、地域に参加できる活動の場を整備します。

	
	障がいのある人への支援体制の充実
	○ 障がいのある人が地域で安心して暮らせるよう、相談支援・就労支援・生活支援体制を整備します。
○ 障がいのある人の社会参加や自立支援を推進し、地域共生社会の実現をめざします。

	
	子育て支援と家庭への総合的支援
	○ 妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を実施し、安心してこどもを育てられる環境を整えます。
○ 保育・教育・福祉が連携した相談・支援体制を強化します。






４　さまざまな困難を抱える人に対する支援の充実
方向性
生活困窮や孤立、老老介護、障がいと子育ての両立など、暮らしの中で生じる課題は一人ひとり、そして世帯ごとに異なり、より複雑・多様化しています。こうした複合的な困難に対応するため、福祉・医療・介護・就労・教育などの関係機関が連携し、切れ目のない包括的な相談支援体制を整えます。
また、虐待やDVなどの人権侵害を未然に防ぐとともに、早期発見・早期対応ができるよう、地域・関係機関・専門職が協力し合う体制を強化します。
誰もが尊重され、自分らしく生きられる地域社会をめざし、市民・地域・関係機関が協働して、困りごとを抱える人が孤立することなく支援につながる温かな地域づくりを進めていきます。
具体的な取組
	役割分担
	具体的な取組

	
	

	市民一人ひとり
ができること
	○ 日頃から地域活動や交流に参加し、孤立しない・させない関係づくりを心がけます。
○ 健康に関心を持ち、心身の健康づくりや生活習慣の見直しに努めます。
○ 困りごとや悩みがあるときは、一人で抱え込まず、高齢者相談支援センター（地域包括支援センター）や社会福祉協議会など身近な相談機関に早めに相談します。
○ 周囲で困っている人を見かけたときは、関心を持ち、他人事ではなく「我が事」として支え合う姿勢を大切にします。
○ 家族や身近な人からの暴力や虐待、生活上の不安を感じたときは、ためらわずに警察や相談機関へ相談します。

	身近な人たちや
地域全体で
取り組むこと
	○ 日頃から地域の中で気になる人を見守り、必要に応じて民生委員・児童委員や高齢者相談支援センター（地域包括支援センター）など、適切な相談機関につなげます。
○ 暴力や虐待など人権侵害の兆しに気づいた場合には、ためらわずに関係機関へ連絡し、早期対応につなげます。
○ 福祉・医療・介護・就労・教育などの専門職や地域住民が連携し、孤立や困難を抱える人を地域全体で支える体制を強化します。
○ 障がい者基幹相談支援センターや高齢者相談支援センター（地域包括支援センター）など、専門機関の活用を進めます。
○ 高齢者・障がいのある人・子育て世帯などが孤立しないよう、日常的な声かけや見守りを通して、安心して暮らせる地域づくりを進めます。
○ 社会福祉法人で構成する「かま福祉ネットワーク委員会」や、地域で活動する「かまワン相談員」と連携し、身近な地域で総合的な相談支援が受けられる体制の充実を図ります。





	役割分担
	施策
	具体的な取組

	
	
	

	行政が
取り組むこと
	複合的課題に対応できる包括的な相談支援体制の整備
	○ 複合的な問題が深刻化する前に早期発見に努め、関係機関と連携して切れ目のない支援を行います。
○ 高齢者相談支援センター（地域包括支援センター）、障がい者基幹相談支援センター、かま自立相談支援センターなどの相談窓口の機能を強化し、連携を図ります。
○ 福祉・医療・介護・就労・教育・住まいなどが一体的に機能する「包括的支援体制」を推進します。
○ 関係機関間の情報共有と連携体制を整備し、課題を抱える世帯を支える包括的なネットワークの構築に努めます。

	
	地域包括ケアと自立支援の推進
	○ 住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築を進めます。
○ 高齢者・障がいのある人が住み慣れた地域で自立した生活を送れるよう、地域資源の活用と在宅支援を推進します。
○ 生活困窮者への就労支援・居住支援・家計改善支援を充実し、自立に向けた支援を行います。
○ 刑を終えた人や非行歴のある若者への再犯防止支援について、保護司等と連携し、地域での生活再建を支援します。

	
	こども・子育て世帯への総合的支援
	○ 妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を行い、教育・保健・福祉分野の連携を強化します。
○ 地域子育て支援センターの機能を充実させ、子育てに不安を抱える家庭を支援します。
○ 支援が必要なこどもや家庭を早期に発見し、関係機関と協働して包括的な支援を行います。
○ ひとり親家庭やヤングケアラーなど、特別な支援を必要とする世帯に対してきめ細かな支援を行います。

	
	心と体の健康を守る支援体制の充実
	○ がん検診や生活習慣病健診など、疾病の早期発見・早期治療に向けた取組を推進します。
○ うつ病や自殺予防に関する正しい知識を普及し、医療機関や関係機関と連携した支援体制を整備します。
○ 総合的な健康づくり・医療・予防体制を構築し、心身両面からの支援を進めます。

	
	権利擁護と虐待防止の推進
	○ 高齢者・障がいのある人・こどもなどの虐待を防止し、早期発見と迅速な対応を行います。
○ 消費者被害や詐欺の防止に向けた啓発・相談体制を充実させます。
○ DV防止や被害者支援の体制を強化し、男女共同参画社会の実現を進めます。
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基本目標３　安心して暮らせる安全・快適なまちの実現
１　生活環境の整備
方向性
すべての人が安心して暮らし続けられるよう、誰にとっても使いやすく快適なまちづくりを進めます。公共施設や道路、公園などのバリアフリー化やユニバーサルデザインの推進により、高齢者・障がいのある人・子育て世帯・外国人など、さまざまな人が暮らしやすい環境の整備を進めます。
また、移動手段の確保に向けて公共交通の利便性向上を図るとともに、防犯・防災・環境美化・見守りなどの地域活動を推進し、市民が安心して暮らせる地域づくりをめざします。
市民・地域・行政が力を合わせ、誰もが快適に過ごせる「やさしさと活気のあるまち」をめざします。
具体的な取組
	役割分担
	具体的な取組

	
	

	市民一人ひとり
ができること
	○ 地域の清掃や美化活動に積極的に参加し、気持ちのよい環境づくりに努めます。
○ 近くのお店や施設を利用し、地域の経済や人のつながりを支えます。
○ 日頃から防犯や防災への意識を高め、危険を感じたときは地域や関係機関と情報を共有します。

	身近な人たちや
地域全体で
取り組むこと
	○ 地域で不法投棄や不審者を見かけた際は、速やかに警察や市へ連絡し、安全・安心な環境づくりに努めます。
○ 高齢者・障がいのある人・子育て世帯など、移動や買い物に困っている人への声かけや外出支援を行い、地域で支え合う仕組みを広げます。
○ 地域の交通に関する課題や要望があれば、市へ意見を伝え、より便利で使いやすい公共交通の整備につなげます。
○ 見守りや防犯パトロールなど、地域ぐるみで犯罪を未然に防止する取組を推進します。
○ 日常生活の困りごとを住民同士の助け合いで解決する「地域支えあい事業」に協力し、支援の輪を広げます。
○ 空き家の管理や環境保全を通じて、安心で快適なまちづくりを進める「空き家管理住まいるサービス」の取組を推進します。






	役割分担
	施策
	具体的な取組

	
	
	

	行政が
取り組むこと
	安全で快適な生活環境の整備
	○ 不法投棄や危険箇所の点検を継続的に行い、地域や関係機関と連携して改善を進めます。
○ 通学路や生活道路、公園などの安全確保に努め、誰もが安心して歩けるまちづくりを推進します。
○ 公園や遊具などの老朽化対策を計画的に実施し、こどもから高齢者までが安心して利用できる環境を整えます。
○ 空家・空地の適切な管理を促し、危険な家屋については解体・撤去への助成を行い、地域の安全と景観保全を図ります。

	
	移動・交通環境の充実と持続可能な地域交通の確保
	○ 市民の通院・通学・買い物などの移動手段を確保するため、公共交通網の利便性向上と持続可能な運行体制を整備します。
○ 高齢者や交通弱者にもやさしいデマンド運行型バスの利用促進や改善を図ります。
○ ノンステップバスを導入し、誰もが使いやすい交通環境を整備します。

	
	バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進
	○ 公共施設、道路、公園などのバリアフリー化・ユニバーサルデザイン化を進め、障がいの有無にかかわらず誰もが利用しやすい環境を整備します。
○ 障がい者用トイレ、多目的トイレ、スロープ、誘導ブロック等の設置や改修を推進します。
○ 新たに整備する施設では、設計段階から高齢者・障がいのある人・子育て世帯など多様な視点を反映します。

	
	国際交流の推進
	○ 嘉麻市国際交流推進本部及びプロジェクトチームを設置し、地域（学校）における国際理解の推進、多文化イベントの実施、外国人に対する人権擁護の推進、外国人の窓口ワンストップ化、姉妹・友好都市との交流事業、日本語教室、外国人雇用支援等について検討します。

	
	防犯体制の充実
	○ 地域の見守り活動や自主防犯パトロールの支援を通じて、地域ぐるみの防犯体制を強化します。
○ ニセ電話詐欺などの特殊詐欺防止に向けた啓発や高齢者世帯への注意喚起を行います。
○ 防犯カメラの設置支援を進め、地域の安全確保を図ります。

	
	
	

	
	
	

	役割分担
	施策
	具体的な取組

	
	
	

	行政が
取り組むこと
	環境保全と持続可能なまちづくり
	○ ごみの減量化、資源の分別回収、リサイクルの推進に努めます。
○ 地域清掃活動の支援や環境美化活動を推進し、快適で清潔なまちづくりを進めます。
○ 空き地の草刈りや環境整備を通じて、地域景観と防犯性を高めます。
○ 省エネルギーや再生可能エネルギーの導入など、脱炭素社会の実現に向けた取組を推進します。
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２　地域の防災力の強化
方向性
近年、地震や豪雨、台風などの自然災害が全国的に頻発し、防災や災害時の対応力を高めることが重要な課題となっています。災害から命と暮らしを守るためには、市民・地域・行政が連携し、平時から備える「共助」の仕組みを強化することが欠かせません。
第３期計画では、地域の防災意識を高めるとともに、自主防災組織や避難支援体制の整備を推進し、誰も取り残さない災害対応をめざします。また、災害時要配慮者の支援や避難情報の共有、避難所運営への住民参加を進めることで、地域全体で支え合う防災・減災の取組を広げます。
さらに、デジタル技術やSNSなどを活用した情報発信や安否確認、地域訓練の充実を図り、日常から非常時まで、誰もが安心して暮らせる「強くしなやかな地域づくり」を進めていきます。
具体的な取組
	役割分担
	具体的な取組

	
	

	市民一人ひとり
ができること
	○ 防災グッズの備蓄や非常時の持ち出し品の確認、避難経路や避難場所の把握など、日頃から自分や家族を守る備えを行います。
○ 自分の住む地域の災害リスク（河川の氾濫・土砂災害・通行経路など）を把握し、防災意識を高めます。
○ 災害時に支援が必要な人は、あらかじめ避難方法や支援をお願いする人を決め、周囲と共有します。
○ 家屋の耐震化や老朽箇所の点検など、災害に強い住まいづくりに努めます。また、危険な土地や建物を見かけた際は、市や管理者へ速やかに連絡します。
○ 災害発生時には、近隣同士で声をかけ合い、安否確認や物資の分け合いなど、助け合いの意識をもって行動します。
○ 防災アプリやハザードマップ、SNSなど、身近な情報ツールを活用し、最新の防災情報を確認・共有します。

	身近な人たちや
地域全体で
取り組むこと
	○ 災害発生時には、まず自らの安全を確保したうえで、身近に支援を必要とする人の避難を助け合います。
○ 地域の災害危険箇所や避難経路を共有し、地域住民全体で防災情報を把握できるように努めます。
○ 災害時に支援を必要とする人を平時から把握し、誰がどのように支援を行うかを決めておくなど、地域ぐるみで避難支援体制を整えます。
○ 行政区長や民生委員・児童委員等と連携し、災害時の支援体制づくりや情報伝達の仕組みを強化します。
○ 自主防災組織を中心に、防災訓練や避難所運営訓練を定期的に実施し、地域住民の防災意識と行動力を高めます。



	役割分担
	施策
	具体的な取組

	
	
	

	行政が
取り組むこと
	市民の防災意識の向上と地域防災力の強化
	○ 市民一人ひとりの防災意識を高めるため、防災講座や防災訓練を通じた啓発活動を推進します。
○ 自主防災組織の設立・活動を支援し、地域ごとの特性に応じた防災計画づくりを支援します。

	
	避難所運営と避難支援体制の充実
	○ 災害時における避難所の迅速な開設と円滑な運営体制を整備します。
○ 避難所運営マニュアルを地域特性に応じて見直し、地域住民と協働した運営体制を確立します。
○ 避難行動要支援者名簿の活用と個別避難支援計画の作成を進め、支援を要する人への避難支援体制を強化します。
○ 避難所における感染症防止対策、プライバシー確保、生活環境の改善に努めます。

	
	福祉避難所と災害時要配慮者支援の充実
	○ 一般避難所での生活が困難な人を受け入れるため、社会福祉法人との協定に基づく「協定福祉避難所」を確保・整備します。
○ 高齢者・障がいのある人・妊産婦・乳幼児など災害時要配慮者に対して、避難・生活支援を行うための体制づくりを推進します。

	
	災害情報共有とデジタル防災の推進
	○ 災害時の情報を正確かつ迅速に市民へ伝えるため、防災メール、防災行政無線、SNSなど多様な手段を活用します。
○ GIS（地理情報システム）や市民の声を活用し、防災マップや避難所情報の可視化を進めます。

	
	防災・減災に強いまちづくりの推進
	○ 土砂災害や河川氾濫の危険箇所を点検し、ハード・ソフト両面からの対策を推進します。
○ 公共施設・学校・避難所の耐震化を進め、災害に強い基盤を整備します。
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第１節　計画の基本的な考え方
嘉麻市では、第３期地域福祉計画の基本理念「安心・ゆとり・つながりで未来へつなぐ嘉麻の福祉」のもと、すべての人が安心して自分らしく暮らし続けられる地域社会の実現をめざしています。
そのなかで、判断能力が不十分になったとしても、本人の意思が尊重され、権利が守られるようにすることは、地域福祉の根幹を支える大切な視点です。
認知症や知的障がい、精神障がいなどにより生活上の支援が必要な人が、適切な支援につながり、安心して地域で暮らせるようにするためには、成年後見制度の活用が重要です。
本計画では、本人の思いや希望を大切にしながら、地域全体で見守り・支え合う体制を整えるとともに、制度の利用を支援する仕組みづくりを進めます。
誰もが年齢や障がいの有無にかかわらず、「安心して暮らせる」「自分らしく生きられる」嘉麻市をめざして、行政・関係機関・地域住民が一体となり、成年後見制度の理解促進と利用支援を推進していきます。
成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症や知的・精神障がいなどにより判断能力が不十分な方の権利を守り、意思決定を支える仕組みです。制度には、判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人等を選任する「法定後見制度」と、将来に備えて本人があらかじめ後見人を定める「任意後見制度」があり、いずれも本人の意思尊重を基本とする重要な制度です。
[image: ]▼ 成年後見制度の種類







第２節　基本目標
嘉麻市では、第３期地域福祉計画の基本理念「安心・ゆとり・つながりで未来へつなぐ嘉麻の福祉」のもと、誰もが自分らしく安心して暮らせる地域社会の実現をめざしています。
そのためには、認知症や障がいなどにより判断能力が不十分になった場合でも、本人の意思が尊重され、権利が守られ、安心して暮らせる仕組みを整えることが重要です。
成年後見制度は、そうした人々の生活と権利を支える大切な制度であり、地域全体でその理解を深め、利用しやすい環境を整えていくことが求められます。
嘉麻市では、行政や関係機関、地域住民が協働し、次の２つの方向を基本方針として取組を進めます。

１　成年後見制度に関する地域連携ネットワークへの段階的な整備
制度の中核的な役割を担う機関を中心に、行政、社会福祉協議会、医療・福祉関係者、専門職、地域住民などが連携し、成年後見制度に関する支援体制を図ります。
関係機関が情報を共有しながら、制度の利用につながる相談支援や後見人体制の支援を行い、地域全体で高齢者や障がいのある人を支えるネットワークの構築を検討します。

２　成年後見制度の適切な利用の支援
成年後見制度は、本人の意思を尊重し、自己決定を支えるための重要な仕組みです。
嘉麻市では、制度の適切な活用を支援するため、わかりやすい情報提供を行うとともに、誰もが必要なときに安心して相談・利用できる環境づくりに努めます。
さらに、制度に関する理解促進や相談支援体制の充実により、権利擁護に関する地域の安心感を高め、支援が必要な人を地域全体で見守り・支える基盤づくりに努めます。
嘉麻市は、こうした取組を通じて、支援が必要な人が地域の中で安心して暮らし続けられるよう、成年後見制度を活用した「つながりと支え合いの地域づくり」を推進します。
すべての人が、安心とゆとりをもって未来へ歩むことのできる嘉麻の福祉を、市民とともに育んでいきます。



第３節　施策の展開
基本目標１　成年後見制度に関する地域連携ネットワークへの段階的な整備
方向性
国の成年後見制度利用促進基本計画においては、各地域において、現に権利擁護支援を必要としている人を含めた地域に暮らす全ての人が、尊厳のある本人らしい生活を継続し、地域社会に参加できるよう地域連携ネットワークづくりが必要とされています。
地域連携ネットワークとは、本人の状況や課題に応じて、相談支援機関、医療・介護・障がい福祉の関係機関、高齢者相談支援センター（地域包括支援センター）、行政、社会福祉協議会等が連携し、適切な支援につなげる仕組みをいい、「権利擁護支援チーム」「協議会」「中核機関」から構成されます。
嘉麻市では、このネットワークを勘案しつつ、嘉麻市の状況に応じた支援体制について段階的な整備に努めます。
[image: ]▼ 権利擁護支援チームとネットワークの関係イメージ


地域連携ネットワーク協議会


具体的な取組
	施策
	具体的な取組

	
	

	権利擁護支援チームの形成に向けた検討
	○ 高齢、障がい、生活困窮、虐待、医療など多様な分野の関係機関・専門職を対象に、支援チームの目的・役割を共有し、参加体制の検討を進めます。
○ 個別ケースで必要な支援を整理し、支援チームが対応するケースの範囲等について検討します。

	協議会の整備
	○ 成年後見制度に関する情報共有、施策検討、連携強化を目的とした協議会の設置を検討します。
○ 行政、社会福祉協議会、高齢者相談支援センター（地域包括支援センター）、障がい者基幹相談支援センター、医療・福祉事業所、専門職団体（司法書士、弁護士、社会福祉士等）などの参加体制を整えます。
○ 国や県から示される成年後見制度に関する動向を共有し、地域の実情に合わせた施策を検討します。

	中核機関の構想（直営または委託）
	○ 成年後見制度に関する相談調整、専門職との連携、後見人の支援など、中核機関が担う役割を検討します。
○ 庁内および関係機関への説明や研修を通じて、中核機関の設置に向けた理解の促進と連携体制の在り方について検討します。
○ 運用開始後も、課題の検証や改善を行い、地域に適した中核機関としての機能の定着をめざします。





基本目標２　成年後見制度の適切な利用の支援
方向性
成年後見制度を必要とする人が安心して利用できるようにするためには、制度の内容を正しく理解し、本人の意思を尊重しながら適切につなぐ支援が欠かせません。嘉麻市では、相談・手続きに関する支援やわかりやすい情報提供を進めることで、制度に関する不安や疑問を解消し、必要なときに迷わず相談できる環境づくりを進めます。
また、成年後見制度だけでなく、日常生活自立支援事業や見守り活動など、他の支援制度とも組み合わせながら、本人にとって最適な支援方法を検討できる体制を整えます。
こうした取組により、誰もが必要なときに制度を適切に活用でき、自分らしい生活を安心して続けられるよう支援していきます。
具体的な取組
	施策
	具体的な取組

	
	

	成年後見制度の周知・啓発
	○ 制度の内容や利用方法を分かりやすく伝えるリーフレットやSNS等により、住民向けに広く配布・公開します。
○ 高齢者相談支援センター（地域包括支援センター）、市役所窓口、医療機関、福祉事業所などに周知物を設置し、相談につながりやすい環境をつくります。
○ 関係機関向けの説明会、出前講座を開催し、制度への理解促進を進めます。

	成年後見制度に関する相談・手続き支援
	○ 成年後見制度に関する相談対応を行い、必要な情報提供や制度案内を進めます。
○ 本人や家族が申立てを行う際に必要な手続き（書類準備、関係機関との調整等）について、わかりやすく説明し支援します。
○ 高齢者相談支援センター（地域包括支援センター）、社会福祉協議会、障がい者相談支援事業所、医療機関、福祉事業所等との連携により、相談窓口を周知します。
○ 市長申立てが必要な場合には、関係機関と協力しながら、迅速に対応できるよう相談・調整を進めます。
○ 成年後見以外の選択肢（任意後見、日常生活自立支援事業、見守り支援など）も含め、本人にとって最適な支援方法を検討します。

	不正防止の取組の充実
	○ 後見人等による不正防止に向け、家庭裁判所や専門職団体との連携に努め、必要な情報共有を進めます。
○ 制度利用者や家族に対し、後見人の役割や権利・義務を分かりやすく説明し、チェック機能の向上に努めます。

	後見人への支援
	○ 将来的に必要性が高まると想定される法人後見人や市民後見人の確保と育成について検討します。
○ 後見人が抱える負担感や課題を共有するため、相談対応等の体制づくりを検討します。
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第１節　計画の基本的な考え方
全国では刑法犯認知件数が減少する一方、検挙者に占める再犯者の割合は上昇傾向にあり、令和５年には47.0％に達しています。こうした状況を受け、国は再犯防止推進法（平成28年）をはじめ、再犯防止推進計画（平成29年）、再犯防止推進計画加速化プラン（令和元年）、第二次再犯防止推進計画（令和５年）など、総合的な対策を進めています。
嘉麻市においては、刑法犯検挙者数が令和２年以降増加傾向にあり、令和５年は55人、初犯者も29人と過去数年で最も多い状況です。一方、再犯者数は26人で概ね横ばいが続いていますが、「再犯者率」は令和３年に66.7％まで上昇した後、令和５年には47.3％まで減少したものの、依然として福岡県平均を上回っています。これは、本市における再犯防止支援がより一層求められていることを示しています。
再犯防止には、出所後や保護観察中の人が地域で孤立しないように更生保護に対する市民の理解が不可欠です。本計画では、関係機関が連携し、地域全体で更生を支えることで、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現をめざします。

第２節　基本目標
嘉麻市では、第３期地域福祉計画の基本理念のもと、犯罪や非行をした人が地域で孤立せず、再び立ち直り、安全に暮らしていける地域づくりをめざします。更生保護に対する市民の理解、関係機関やボランティア団体等との連携による取組の推進により、社会復帰を促し、もって再犯を防止し、安心できる地域づくりを推進することを目標とします。
本市では、関係機関や地域住民と協働し、次の２つを基本目標として取組を進めます。

１　就労や居住の確保等生活基盤の安定への取組
生活困窮や高齢、障がい、疾病等により支援が必要な状況にある人で、犯罪や非行歴のある人に対しても、生活困窮者自立支援事業や家計改善支援事業等の制度を周知するとともに、複雑化・複合化した支援ニーズに対応できる包括的な相談支援体制づくりについて検討を継続します。

２　立ち直りを支える地域の力の強化と地域包摂の協働
犯罪をした人等の更生について、またその人たちの立ち直りを地域で支える保護司等の活動について周知による正しい理解を深めるとともに、保護司やNPO、ボランティア等の関係機関との連携により、地域協働の取組を支援します。

第３節　施策の展開
基本目標１　就労や居住の確保等生活基盤の安定への取組
方向性
再犯を防ぐためには、就労や住まい、医療・福祉といった生活の基盤が安定していることが不可欠です。嘉麻市では、犯罪をした人等の孤立を防ぎ、必要な支援につながる仕組みづくりを進めます。そのために、保護観察所、ハローワーク、医療・福祉機関などと連携し、支援の流れを分かりやすく整備するとともに、本人の特性や状況に応じた必要な支援への調整機能を強化します。生活困窮者支援や障がい福祉など他制度との連動も図りながら、地域で安心して再出発できる環境づくりを推進します。
具体的な取組
	施策
	具体的な取組

	
	

	就労・住居の確保と生活支援の充実
	○ ハローワーク、企業、就労支援事業者との連携により、安定した就労につながる支援を進めます。
○ 住居の確保に向けて、生活困窮者自立支援制度や住宅支援制度の周知に努めます。
○ 保護司等との情報共有により、医療・福祉サービスを必要とする可能性がある人について、支援関係機関との連携に努めます。
○ 福祉サービス等を必要とする際に判断能力に不安がある人に対し、権利擁護に関する支援に努めます。

	複雑化・複合化した支援ニーズにつなぐ相談体制の構築
	○ 高齢者や障がいのある人、疾病などにより支援を必要とする人等複雑化・複合化した支援ニーズに対応する嘉麻市に適した包括的な支援体制づくりについて検討を継続いたします。
○ 相談支援機関、社会福祉協議会、高齢者相談支援センター（地域包括支援センター）、障がい者基幹相談支援センターなどの役割を明確にすることにより、連携を強化します。





基本目標２　立ち直りを支える地域の力の強化と地域包摂の協働
方向性
立ち直りを支えるためには、本人への支援だけでなく、地域の理解と受け入れが欠かせません。嘉麻市では、再犯防止に対する正しい理解を広げ、偏見を解消し、地域全体で立ち直りを応援できる環境づくりに努めます。保護司など民間協力者の活動を支えるとともに、再犯防止に関する正しい知識と理解、啓発のための広報活動を実施します。地域の「つながり」と「支え合い」を高め、誰もが地域の一員として再び生活を築ける包摂的な地域社会をめざします。
具体的な取組
	施策
	具体的な取組

	
	

	地域の理解促進と民間協力者の活動支援
	○ 保護司会と連携し、安心して相談できる場所の提供や保護司の人材確保に協力します。
○ 保護司会の活動に対する助成を行うことで、地域社会と市民及び公共の福祉に寄与します。
○ 立ち直りを地域で支えるため、警察等関係機関と連携し、保護司会や更生保護関係団体への協力・支援に努めます。
○ 保護司会や関連ボランティア団体等における再犯防止活動を広く理解してもらうための啓発活動を支援します。
○ 再犯防止強化月間に、正しい知識と理解、啓発のための広報活動を実施します。
○ 小・中・義務教育学校、社会福祉協議会、児童委員・民生委員、その他関係団体との連携により取組の推進に努めます。
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第１節　計画の推進体制
１　協働による計画の推進
地域福祉の主体は、地域で生活する市民一人ひとりです。
市民が世代や背景を超えてつながり、役割を持ち、支え合い・助け合う地域共生社会を実現していくためには、行政だけの取組では不十分であり、地域住民との協働が不可欠です。
また、地域には多様な福祉ニーズが存在しており、これらに柔軟に対応していくためには、ボランティア団体、NPO、関係機関・団体、福祉サービス事業所など、地域で活動する多様な主体の役割発揮が重要です。各主体が活動を充実させ、サービスの多様化を進めることで、さまざまな福祉ニーズに対応できる地域となります。
本計画の基本理念である「安心・ゆとり・つながりで未来へつなぐ嘉麻の福祉」の実現に向けて、地域福祉を担う多様な主体が互いに連携し、それぞれの役割を生かしながら協働して計画を推進します。
２　計画の評価・見直し
本計画に基づく地域福祉の取組を、効果的かつ継続的に推進するため、必要に応じて、取組の進捗状況を評価し、内容の見直しを行います。
なお、個別の計画ごとに数値目標が設定されているものについては、それぞれの個別計画において進捗管理と評価を実施します。
また、本計画における施策全体の効果については、計画の策定時や見直し時に実施する市民アンケートの結果を活用して把握し、計画推進に反映させます。
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第１節　嘉麻市地域福祉計画策定委員会条例
現在、調整中です。

第２節　嘉麻市地域福祉計画策定委員会委員名簿
現在、調整中です。

第３節　嘉麻市地域福祉計画作成委員会規定
現在、調整中です。
第４節　嘉麻市地域福祉計画策定経過
現在、調整中です。

第５節　用語の解説（50音順）
現在、調整中です。
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